
令和元年度 丹南広域公共交通機関運賃助成事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、丹南圏域における公共交通機関の利用促進を図るため、圏域内の小

学校、保育所（園）、こども園及び幼稚園の学習等に対し公共交通機関運賃助成金（以

下「助成金」という。）を交付することについて、福井県丹南広域組合財務規則（平成

２年福井県丹南広域組合規則第５号）の規定に基づき、越前市補助金等交付規則（平成

１７年越前市規則第５０号）の例によるもののほか、必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

 （交付の対象） 

第２条 会長は、丹南圏域内の小学校、保育所（園）、こども園及び幼稚園の学習等にお

いて公共交通機関を利用する団体に対し、予算の範囲内において助成金を交付するもの

とする。ただし、市町の予算で行う事業については対象外とする。 

 

 （助成対象経費） 

第３条 この要綱における助成対象経費は、学習等で児童、園児及び引率者が利用する福

井鉄道福武線の鉄道運賃、福井鉄道路線バス運賃及び丹南圏域内コミュニティバス運賃

とする。 

 

 （助成金の額） 

第４条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の１０分の１０以内の額とする。 

 

 （助成金等交付手続） 

第５条 助成金等の申請、交付等の手続などは、越前市補助金等交付規則の例による。 

 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年６月１２日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和２年３月３１日限りその効力を失う。 

 


